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と

静岡県焼津市静岡県焼津市

【事業概要】　
　若い世代が安心して結婚・出産・子育てができるまちづくりに取り組ん
でおり、「集い」、「遊び」、「学び」の機能を有した「ターントクルこ
ども館」が2021年７月に開館しました。
　子どもを中心として、保護者や幅広い世代の人々、子育て支援団体など
が交流できる子育て支援拠点となります。
 当施設を核として、にぎわい創出を展開していきます。

【目標金額：14,739 ,000円】【目標金額：14,739 ,000円】

館
内：焼津おもちゃ美

術館

企業様のメリット

〇社会貢献（SDGsや
CSR等のPR効果）
〇自治体とのパート
ナーシップ構築
〇地域資源を活かし
た新事業展開

企業版ふるさと納税企業版ふるさと納税

「
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○企業版ふるさと納税とは
企業の皆様が、地⽅公共団体が⾏う地⽅創⽣の取組みに対して寄附を

通じて⽀援した場合、税額控除が受けられる制度です。
最大で寄附の約９割の軽減効果が得られます。

損⾦算⼊
約３割

国税・地⽅税

企業
負担
約１割

税額控除
約６割

法⼈住⺠税＋法⼈税 法⼈事業税
４割 ２割

通常の寄附

企業版ふるさと納税を活用した寄附

寄附額

○企業様のメリット
◇社会貢献（SDGsやCSR等のPR効果）
◇自治体とのパートナーシップ構築
◇地域資源を活かした新事業展開

○お問い合わせ
焼津市 経済部 誘致戦略課
TEL︓054-626-2260 FAX︓054-626-2194
Mail︓yuchi@city.yaizu.lg.jp

・１回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
・焼津市に本社（主たる事務所または事業所）がない法⼈が対象となります。
・寄附を⾏うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁⽌されています。

○制度活⽤の流れ

企業様
寄附の申し出

企業様
寄附⾦の払込

企業様
税の申告

寄附申出書をご提出い
ただきます。

納付書を送付します。

納付の確認後、受領証を発
行します。

税申告に受領証で手続
きください。

①法人住民税 寄附額の４割を税額控除。（法人住民税法人税割額の20％が上限）
②法人税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附

額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）
③法人事業税 寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）
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